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1. D   X 中小企業のデジタルシフト 

⼈⼿不⾜が深刻になる中、アナログで⾏っている仕事をデジタル化する取り組み（デジタルシフト）が、中小企業でも
喫緊の課題となっています。「中小企業のデジタルシフト・DX 実態調査」の結果を紹介しながらその実態をお伝えします。 
 

■デジタルシフトを進めることによって得られた効果（複数回答） 
業務効率化（コスト削減、時間短縮、ミス防⽌など） 81.0% 
業務の⾒える化 50.7% 
従業員の働きやすさ向上 35.6% 
標準化（脱・属人化） 32.5% 
社内コミュニケーション促進 31.3% 

■デジタルシフト・DX の課題（複数回答） 
コストが負担できない 31.9% 
旗振り役が務まるような人材がいない 31.0% 
従業員が IT を使いこなせない 26.4% 
業務内容に合ったデジタルツール・サービスが⾒つからない 22.4% 
導入の効果が分からない、評価できない 22.1% 

 
１．8割が導入 

調査は2024年10〜11月、主に東京23区内の中小企
業10,000社を対象に実施し、1,218社から回答を得
ました。 

デジタルシフトの状況を4つのレベルに分けて尋ね
たところ、「レベル1︓⼝頭連絡、電話、帳簿での業務
が多い」が17.7％、「レベル2︓紙や⼝頭でのやり取
りをITに置き換えている」が29.6％、「レベル3︓ITを 
 

 
活⽤して社内業務を効率化している」が43.8％、「レ
ベル4︓ITを差別化や競争⼒強化に積極的に活⽤して
いる」が8.9％でした。レベル1を除くと、計82.3％
の企業で、何らかのデジタル化が⾏われていることが
わかりました。 

また、デジタルシフトの効果を尋ねたところ、
77.9％の企業が「成果が出ている」と回答。具体的
には、次のような効果が⾒られました。 
 

 
２．課題はコスト負担  
 一方、デジタルシフト・DXの課題としては、主に 
 

 
コスト負担、⼈材確保、デジタルツール選択・導入効
果の3点が浮かび上がりました。 
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2. 人  権 ビジネスと人権 

ビジネスの現場で、労働者の「⼈権」を守ろうという動きが活発化しています。政府は、「『ビジネスと⼈権』に関する
⾏動計画（2020〜2025）」を策定するなどして、国際的に認められた「労働者の基本的権利」を尊重するよう、企業に呼
びかけています。昨年 10 月には厚⽣労働省が、「労働におけるビジネスと⼈権 チェックブック」を作成しました。本稿
では、同資料のチェック項目を⽤いて、中小企業の現場で起こりやすい⾝近な⼈権侵害の事例をご紹介します。 

 

① 18 歳未満の⼈に時間外労働をさせる際の国内法令を守っている □ 当てはまる  □ 当てはまらない 

② 労働者の借⾦を理由として、職業に関する⾃由や権利がない（退職ができな
い、賃⾦が全額⽀払われない、移動が制限される等）中で労働をさせている 

□ 当てはまる  □ 当てはまらない 

③ 労働者のパスポートや在留カードなどを保管し、⾃由に持ち出すことが 
できない状態にしている 

□ 当てはまる  □ 当てはまらない 

④ ⾃社に労働組合が存在しない場合について、⺠主的な方法で使⽤者側と 
交渉するために労働者を代表する⼈を選んでいる 

□ 当てはまる  □ 当てはまらない 

 
デジタル⼈材(※)の確保については、「十分確保で

きている」が7.2％、「ある程度確保できている」が
30.1％でした。「あまり確保できていない」が
41.9％、「全く確保できていない」が20.3％で、6割
超が⼈材確保に苦慮しています。（「不明」が0.5％） 
 
※基本的なIT・デジタルに関する知識を備えつつ、⾃社の

業務を把握しITベンダー等の外部リソースを活⽤しなが
ら⾃社のデジタルシフト・DX推進を主導できる社内⼈材 

 
３．さいごに  
 具体的な取り組み事例としては「製品開発をすべて 
 

 
クラウド上で⾏い、ChatGPTを活⽤して効率化、時
間短縮を実現した企業」、「特定技能外国⼈の募集から
内定までの⼿続きや在留資格申請業務をオンライン化
した企業」などが取り上げられています。そのどちら
も、従業員5⼈以下の零細企業です。そのほか、勤怠
管理のデジタル化、⼈事労務システムの内製化、通信
型デジタルタコグラフの導入、LINEとZoomの活⽤に
よる業務時間の大幅な短縮などといった事例がありま
す。 

デジタルシフトやDX化については、助成⾦などを
活⽤できるケースがあります。検討の際にはお⼒にな
れるかもしれませんので、弊所にご相談ください。 
 

 
１．児童労働、強制労働、結社の自由と団体交渉 
 下表の①は児童労働に関する項目です。「当てはま
らない」場合は要改善となります。労働基準法では、
満18歳未満の⼈に、時間外労働や休⽇労働、深夜労働
を⾏わせることを原則禁⽌しています。例外的に、1
週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間
のうち１⽇の労働時間を4時間以内に短縮する場合に
は、他の⽇の労働時間を10時間まで延⻑できます。⾼
校⽣のアルバイトなどを雇っている企業は、注意が必
要です。 

②は強制労働に関する項目です。「当てはまる」場
合は要改善となります。このケースは、労働基準法が
禁⽌している強制労働に該当する可能性があります。
会社が従業員にお⾦を貸した場合に、会社がその借⾦
を賃⾦と相殺することも、労働基準法で禁⽌されてい
ます。 
 

 
 ③も強制労働に関する項目です。「当てはまる」場 
合は要改善となります。外国⼈を雇⽤している企業は
注意が必要です。パスポートや在留カードがないと、
労働者が転職したくても、他の仕事を⾒つけることが
できません。また、公的サービスを受けることもでき
なくなります。携帯電話を預かることも、労働者が外
部にアクセスできず、隔絶された状況に置かれるた
め、強制労働に当たる可能性があります。 

④は結社の⾃由と団体交渉に関する項目です。「当
てはまらない」場合は要改善となります。労働者の過
半数を代表する者（労働者代表）は、36協定などを
締結する際に必要です。労働者の話し合いや挙⼿、投
票など⺠主的な方法で選ぶ必要があり、使⽤者の指名
や使⽤者の意向に基づく選出はできません。また、経
営者と一体となって従業員の労働条件などを決める⽴
場の⼈（管理監督者）は、労働者代表になれません。 
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① 採⽤⾯接時に、職務の遂⾏に関係のない個⼈的な情報を尋ねている □ 当てはまる  □ 当てはまらない 

② 妊娠している労働者には産前産後休業を、育児・介護休業を申し出た 
労働者には育児・介護休業を与えている 

□ 当てはまる  □ 当てはまらない 

③ 労働者が就業中に負傷等した場合、国内の法令に従い、報告している □ 当てはまる  □ 当てはまらない 
 

 

Q & A 
記事の中でちょっと気になる⾖知識をご案内。今回は、１ページ目の「中小企業のデジタルシフト」に関
連する⾖知識をお伝えします。 

 
 
       

Q． デジタルシフト・DX に関する助成⾦はありますか。 

A． 

新規事業の⽴ち上げなどの事業展開に伴い、雇用保険の適用事業所の事業主が雇用す
る労働者に対し、新たな分野で必要となる知識および技術を習得させるための訓練を
実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃⾦の⼀部が助成される「人材開発支援助
成⾦ 事業展開等リスキリング支援コース」があります。概要は以下の通りです。   

【対象訓練の基本要件】 
 
１．訓練時間数が10時間以上であること 
２．OFF-JT（企業の事業活動と区別して⾏われる訓練）であること 
３．職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること 
（１）企業において事業展開を⾏うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練 
（２）事業展開は⾏わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション（DX）化や 

グリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で 
必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練  

【活用事例】 
 
・社内DX化を推進していくため、Excel・アプリ作成・データ活⽤など、様々なコンテンツを 

すき間時間に受講できる定額制（サブスク型）サービスによる「デジタル⼈材育成研修」を導入した 
・建設業における請求書の仕訳・確認、労務管理、集計などのバックオフィス業務の⾃動化を図るため、 
 「デジタル⼈材育成サービス」を受講させた  

 
2．差別、安全衛生 

下表の①は差別に関する項目です。「当てはまる」
場合は要改善となります。採⽤⾯接時に、本⼈に責任
のない事項（本籍・出⽣地、家族、住宅状況、⽣活環
境・家庭環境）や、思想・信条に関わること（宗教、
⽀持政党、⼈⽣観・⽣活信条、尊敬する⼈物、購読新
聞、愛読書など）については、原則として尋ねること
は認められていません。職務遂⾏に関係ない個⼈的な
事情により採⽤を判断することになってしまい、差別
につながるおそれがあります。 

②も差別に関する項目です。「当てはまらない」場 
 

 
合は要改善となります。産前産後休業は労働基準法 
で、育児・介護休業は育児介護休業法に定められた労
働者の権利です。しかし、中小零細企業の中にはいま
だに、「うちの会社には育児・介護休業制度はない」 
と言う経営者がいます。これらの休業は、企業の規模 
にかかわらず、労働者に与えなければなりません。 

③は安全衛⽣に関する項目です。「当てはまらな
い」場合は要改善となります。労働安全衛⽣法などの
定めにより、仕事中にけがや病気で労働者が死亡した
り、休業したりした場合には、労働基準監督署に報告
する義務が企業に課されています。 
 

 
３．さいごに 

「労働におけるビジネスと⼈権 チェックブック」
では、「児童労働」「強制労働」「結社の⾃由と団体交
渉」「差別」「安全衛⽣」の5分野で、計61の事例を取
り上げています。各分野について、サプライチェーン 
 

 
における取引先企業の労働者などとの対話も、⼈権を
守るうえで重要であると明記されています。 

労働者の⼈権を守るためには、労働分野の法令の知
識が⽋かせません。わからないことがありましたら、
いつでも弊所にお尋ねください。 
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3. 提  供 『経営に役⽴つリポート』を無料でご提供いたします︕ 

弊所がお届けするリポートは、経営に役⽴つ情報が満載です︕ 
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、⼈事管理などのマネジメントに 
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する 
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。 
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに 
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします︕ 

今月の経営に役⽴つリポート 
 

リポート番号 タイトル 内容 

＃50081 
（全 11 ページ） 

変形労働時間制やフレックスタイム制で 
働き方改⾰を実現︕ 

・3 種類の変形労働時間制とフレックスタイム制 
・1 カ月単位の変形労働時間制 
・1 年単位の変形労働時間制 
・1 週間単位の非定型的変形労働時間制 
・フレックスタイム制 

＃50082 
（全 15 ページ） 

みなし労働時間制と⾼度プロフェッショナル制度
で働き方改⾰︕ 

・3 種類のみなし労働時間制と⾼度プロフェッショナル制度 
・事業場外労働に関するみなし労働時間制 
・専門業務型裁量労働制 
・企画業務型裁量労働制 
・⾼度プロフェッショナル制度 

＃50083 
（全 10 ページ） 

【健康経営】会社に義務付けられている 
社員の健康管理の全て 

・安全配慮義務を果たすことが健康管理の基本 
・安全衛⽣管理体制の構築 
・健康診断やストレスチェック制度の実施        等 

＃50084 
（全 7 ページ） 

「賃上げ」はどこまで必要︖ 
労働分配率や賞与・退職⾦を基準に考える 

・賃上げ前に労働分配率を確認する 
・2 種類の賃上げ「定期昇給」「ベースアップ」 
・賞与や退職⾦への影響を回避する 
・社会保険料などへの影響にも注意する         等 

＃50085 
（全 7 ページ） 

どこで差が付く︖「報連相」が得意な⼈、苦⼿な⼈ 
・相⼿が求める情報を「報連相」する 
・報連相が苦⼿な⼈と上⼿な⼈は何が違う︖       等 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 03-6712-8889 
FAX ＞＞＞ 03-6712-8885 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記入いただきました個⼈情報は、リポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利⽤いたしません。 

 
 
お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 
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竹中 幹夫 

皆さま、GW をどのように過ごされたでしょうか。今回の GW は最大で 11 連休ということ
でしたが、カレンダー通りの休みだった方にとっては飛び石連休となり、あっという間に終わ
ってしまったと感じられたのではないでしょうか。 

弊所も後者にあたるため遠出はせず、⼦供たちと一緒に⾃宅近くの砂浜で潮⼲狩りを楽しみ
ました。⼲潮時に海水が引いた⼲潟をひたすら掘り続けましたが、すでに採り尽くされている
のか、なかなかアサリが⾒つかりません。私も⼦供たちも、アサリを一つ⾒つけるたびに思わ
ず「あった︕」「やったぁ︕」と声を上げ、まるで宝探しをしているかのような気分を味わう
ことができました。 

半⽇かけての成果は、家族分の晩御飯の味噌汁程度でしたが、苦労して採った⾷材を味わう
ことで、⾃然への感謝の気持ちを改めて感じることができました。 

  

野々山 環 

今年 2 月にトルコ旅⾏して以来、家族がすっかりハマったので、トルコの雰囲気を少しだけで
も感じられたらと思い、ＧＷに東京ジャーミィに⾏ってきました。 

東京ジャーミィは、渋⾕区にある⽇本最大のモスクで、イスラム教徒でなくても、誰でも無料
で⾒学することができ、美しい建築物の一つとしても観る価値ありと個⼈的には感じました。 

モスクの大きさは本場に比べたら小規模ですが、本場同様、頭にスカーフを巻き、一歩中に⾜
を踏み入れたら、⽇本にいることを一瞬忘れるくらい、厳かな異国の空気に包まれたような気分
になりました。 

隣にはトルコ⽂化センターがあり、ハラールマーケットなどもあります。 
カフェでトルコの定番スイーツ「バクラヴァ」を⾷べて、お土産をいくつか買って帰ってきま

したが、電⾞で 1 時間もかからないところで、ちょっとした旅⾏気分を味わえた一⽇は、いい気
分転換になりました。 

 

 

 

 

佐々木 良 

今年度の弊社の方針として活⽤可能な助成⾦は積極的にご提案していくことになり、助成⾦事

業が⽴ち上がりました。今回、助成⾦事業の担当者となりましたのでコラム内で令和 7 年度のお

すすめの助成⾦について情報提供していきます。 

〇業務改善助成⾦ 

法定の最低賃⾦を超える事業場内最低賃⾦を設定して賃上げを⾏い、⽣産性向上の取組（設備

投資など）を⾏った場合、その費⽤の一部を助成する助成⾦です。 

 

受給要件が多々ありますので、ご興味ありましたらお声がけください。 

 

関根 智樹 

あっという間に GW も終わりましたね。連休明け、退職代⾏業者を使っての退職が激増して
いる件につき、ニュースで様々な意⾒が出ています。私も⾊々な記事に目を通し考えるのですが、
退職代⾏業者⾃体の存在⾃体は、ブラック企業の存在を考えると必要かとおもうのですが、余り
にも安易に退職代⾏業者を利⽤して、退職の申出⾃体も⾃らの意志を伝えられない⼈が増えてい
るというのは、ちょっと問題だな、と思います。数⽇で退職されてしまう企業⾃体も、何か対策
を真剣に考えないといけないとは思いますが、数⽇で退職を決断する⼈も、ばつが悪いからと言
う理由で退職代⾏にお願いして辞めるのではなくて、⾃分の意⾒をきちんと伝えて辞めるべきで
はないでしょうか。安易な利⽤ばかりしているとクセになると思います。退職するのは会社が悪
い、ということもありますが、そういう会社を選択したあなたにも責任はあると思いますし、そ
こは真摯に向き合うべきじゃないでしょうか。 
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堀内 和希 

先⽇体調を崩して数⽇お休みをいただいておりました。１年に１回くらい扁桃腺が炎症を起こ

し４０度程度の熱がでてしまいます。⼦供のころからなので、慣れているのですがやはり喉の強

烈な痛みと⾼熱はしんどいです。一部の⼈は扁桃腺をとってしまう様な方もいらっしゃる様なの

ですが、調べると味覚に変化があったりする等とのこと。デメリットを考えるとそこまではなか

なか踏み切れません。⽇々、健康に注意するのはもちろんですが喉のケアを⼈一倍しなくてはな

らないなと改めて感じました。 

  

大谷 裕美 

5 月は⾊とりどりのお花がきれいに咲く季節です。 
実家の⺟は、ガーデニングが大好きで、正月以来でした実家へ先⽇帰りました。 
お庭に、⻩⾊と⽩のモッコウバラが⾒事に咲いているのを⾒てとても⼼が穏やかな気持ちにな

りました。お天気も良く澄んだ⻘空と合わせてとても綺麗で⾒事でした。実家に住んでいたころ
は、気づかなかった⺟の優しさなどを感じるひと時でした。 
今は、マンションですが、私も⺟からモッコウバラの苗を分けてもらっていつか育ててみたいな
と思いました。 

  

樋田 美奈⼦ 

あの時君は若かった〜の歌が頭を巡った小学校の同窓会に参加した樋⽥です。先⽇、35 年ぶ

りの小学校の同窓会に⾏ってきました。受付で並んでる際に、久しぶり〜と声を掛けられても誰

だっけ︖と考え、あ〜、と言いつつ誰だか分からない方も増え、特に男⼦ですね。風貌や体型が

小学⽣の時の印象とは異なっていて、びっくりした方もいました。 

しかし、話すうちに、当時にタイムスリップしたような感覚になり、記憶が蘇りまた、当時の

担任の先⽣にもお越し頂き、楽しい時間を過ごしました。当時は⿊電話でお友達のお家に電話を

し遊びに⾏っていましたが、今の時代、時が経っても SNS 等ですぐに皆んなと繋がってしまい

ますね。 

便利な世の中になったものです。 

   

楠橋 ルリ⼦ 

汗ばむ季節となりましたが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 
健康のために運動をしようと取り組み始めました。 
週 2~3 回は、1 時間〜1 時間半かけてウォーキングをしています。ただ、これからの季節を

考え、雨の⽇でも運動が続けられるよう「エア縄跳び」を購入しました。エア縄跳び⽤のボール
を装着すれば、ロープなしで縄跳びができるので、時と場所を選ばず運動ができます。昔、3 重
飛びをするほど縄跳びが得意だったので、過去の⾃分を少しずつ思い出しながら頑張ってみよう
と思います。同時に、けがの防⽌のため、クッション性のあるフィットネスマットも購入しまし
た。けがをしないようにすることが、第一の目標になりそうです。 
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福田 将平 

皆様は「コンプライアンス（法令順守）」という言葉で何を思い浮かべるでしょうか。例えば
建設業の会社であれば建設業の許可を得るための法令上の要件がありますのでそれを守ること
もコンプライアンスです。私はかつて保険会社に勤めていましたが保険業は⾦融庁の免許が必要
な業種で、保険業法の遵守の徹底は重点経営事項の一つです。しかし、会社の現場で言う「コン
プライアンス」にはどうやら多くの場合、労働法令のコンプライアンスは含まれていないようで
す。それらの許可や免許のための法令順守だけがコンプライアンスではありません。そこで働く
⼈たちがいるわけで、労働環境や労働条件に関する法令順守も同じくコンプライアンスなわけで
す。どんなに従業員数が少なくても、たとえ利益が大きくなくても、労働法令を遵守している会
社が誇りをもって企業活動ができるための⼒になりたいと私はいつも思っています。 

   

 

大谷 雄二 

現在のマンションに引っ越してきて 12 年目になりますので、リビングの床の⽊目のフィル
ムが剥がれてきました。その剥がれたところを猫がカリカリと引っ掻くので、劣化が加速しま
す。 

マンションの建設会社にリフォームの⾒積りを依頼したところ、全室の床を貼り替えると２
００万円くらいかかるとのこと。貼り替えの際、床暖房を傷つける可能性があるので、床暖房
ごと取り替えるので⾼くなるそうです。 

壊れていない床暖房ごと取り替えるというのがもったいないと感じます。 
他の方法を探したらクッションフロアというものがあることを発⾒しました。 
クッションフロアは⽊目が印刷されたシートを広げて、適当な⻑さにカットして床に貼るも

のです。 
カッターと定規、両⾯テープなど買ってきて⾃分で貼ったところ費⽤は１０万円程度に収ま

りました。素⼈がやったので細部の仕上がりはそれなりですが、大幅なコストカットとイメー
ジチェンジが出来たので良かったです。⾒た目は全然悪くない。 

しかし、休⽇を６⽇費やし、腰も痛くなりました。 
６⽇間、他にやるべきこともあったなあと考えると、素材はクッションフロアでも、貼り替え

はプロに頼むのがよいと思いました。 

  


